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九条の樹
2013 年 4 月発行・東久留米「九条の会」
代表者　古田足日・連絡先　鈴木℡042-473-9489
http://members3.jcom.home.ne.jp/higashikurume9/
メール：higashikurume9@jcom.home.ne.jp

東久留米「九条の会」ニュース　第44号

　　　　日本国憲法　第 9条
① 日本国民は、正義と秩序を基調と
する国際平和を誠実に希求し、国権の
発動たる戦争と、武力による威嚇又は
武力の行使は、国際紛争を解決する手
段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空
軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

戦争ぜったいいやだから！　　日本国憲法９条を守り、生かす戦争ぜったいいやだから！　　日本国憲法９条を守り、生かす

東
久
留
米
「
九
条
の
会
」

８
周
年
の
つ
ど
い

　

安
倍
政
権
の
も
と
、
日
本
を
再
び
戦
争
を
す
る
国
に
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
強
ま
る
い
ま
、
憲
法
九
条
の
存
在
意
義
を
改
め

て
強
く
感
じ
ま
す
。

　

東
久
留
米
「
九
条
の
会
」
８
周
年
の
つ
ど
い
で
は
、「
松
元
ヒ
ロ
」
さ
ん
を
お
迎
え
し
ま
す
。
２
０
０
７
年
西
部
九

条
の
会
で
初
登
場
。
以
来
、

５
月
25
日
（
土
）

14
時
開
演
（
開
場
は
13:

30
）

ま
ろ
に
え
ホ
ー
ル

根
強
い
ア
ン
コ
ー
ル
の
声
に

答
え
て
三
度
目
の
登
場
で

す
。

　

ド
カ
ン
と
笑
っ
て
時
に
は

ホ
ロ
ッ
と
・
・
・
。

元
気
、
も
ら
え
ま
す
！

　

自
ら
を
日
本
国
憲
法
に
見

立
て
た
コ
ン
ト「
憲
法
く
ん
」

で
は
、『
人
間
な
ら
ば
60
代

は
ま
だ
ま
だ
現
役
。だ
か
ら
、

ど
う
か
も
っ
と
自
分（
憲
法
）

を
働
か
せ
て
ほ
し
い
』
と
訴

え
ま
す
。

　

大
勢
の
方
々
の
ご
来
場
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
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３
月
30
日
中
央
町
地
区
セ
ン
タ
ー

で
、
憲
法
96
条
を
テ
ー
マ
に
、
学
習

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
32

名
の
参
加
で
し
た
が
、
講
師
の
わ
か

り
や
す
い
お
話
し
で
、
な
ぜ
今
96
条

改
定
な
の
か
理
解
す
る
こ
と
が
出
来

た
、
腑
に
落
ち
た
と
い
う
感
想
が
寄

せ
ら
れ
ま
し
た
。
以
下
お
話
し
を
要

約
し
て
お
伝
え
い
た
し
ま
す
。

　

昨
年
12
月
の
衆
院
選
挙
で
、
自

民
、
維
新
、
み
ん
な
の
３
党
で
衆
議

員
の
３
分
の
２
の
議
席
を
獲
得
。
今

年
１
月
の
衆
参
本
会
議
で
安
倍
首
相

は
「
ま
ず
96
条
の
改
正
に
取
り
組
ん

で
い
く
」
と
述
べ
、
改
憲
へ
の
発
議

要
件
の
緩
和
を
突
破
口
に
し
て
改
憲

に
進
む
考
え
を
表
明
。
憲
法
改
正
手

続
を
定
め
た
憲
法
96
条
の
改
正
問
題

が
大
き
な
政
治
テ
ー
マ
に
浮
上
し
て

き
ま
し
た
。

【
96
条
改
憲
の
狙
い
と
危
険
性
】

条
文
第
一
項
：
こ
の
憲
法
の
改
正
は
、

各
議
院
の
総
議
員
の
３
分
の
２
以
上

の
賛
成
で
、国
会
が
こ
れ
を
発
議
し
、

国
民
に
提
案
し
て
そ
の
承
認
を
経
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ
の
承
認
に
は
、

特
別
の
国
民
投
票
又
は
国
会
の
定
め

る
選
挙
の
際
行
わ
れ
る
投
票
に
お
い

て
、
そ
の
過
半
数
の
賛
成
を
必
要
と

す
る
。

①
改
憲
の
手
続
き
を
決
め
た
規
定
で

す
が
、
実
際
に
は
手
続
き
を
緩
和
す

る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ほ
か
の

様
々
な
条
文
を
変
え
た
い
と
い
う
気

持
ち
が
な
け
れ
ば
手
続
き
を
緩
和
す

る
と
い
う
話
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
改
憲
を
や
り
易
く
す
る
た
め
の

「
改
憲
の
た
め
の
改
憲
」
が
96
条
の

位
置
づ
け
で
す
。

　

第
１
次
安
倍
内
閣
の
失
敗
を
繰
り

返
さ
な
い
た
め
に
、
国
会
で
の
改
憲

大
連
合
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
の
突

破
口
に
す
る
ね
ら
い
が
あ
り
、
安
倍

政
権
の
最
終
目
標
は
現
憲
法
を
全
面

否
定
し
た
自
民
党
憲
法
草
案
に
変
え

る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

②
96
条
は
現
憲
法
（
硬
性
憲
法
）
を

支
え
る
た
め
の
条
文
で
す
。

硬
性
憲
法
＝
憲
法
改
正
に
通
常
の
法

律
の
立
法
手
続
き
よ
り
厳
格
な
手
続

き
を
必
要
と
す
る
成
文
憲
法
。

　

憲
法
の
制
約
を
受
け
て
政
治
を
行

う
立
憲
主
義
の
も
と
、
時
の
権
力
者

の
暴
走
を
抑
え
る
た
め
の
「
縛
り
」

が
憲
法
の
要
で
あ
り
、
変
更
す
る
要

件
を
厳
格
に
し
て
い
ま
す
。
国
民
主

権
の
下
で
、
憲
法
改
正
を
決
め
る
の

は
「
時
の
権
力
者
の
都
合
」
で
は
な

く
「
国
民
の
意
思
」
で
あ
る
と
い
う

考
え
の
現
れ
で
す
。

　

自
民
党
改
憲
案
で
は
、
国
会
の
発

議
、
議
決
要
件
を
、
総
議
員
の
過
半

数
に
引
き
下
げ
、
国
民
投
票
を
、
有

効
投
票
の
過
半
数
と
し
、国
民
主
権
・

立
憲
主
義
の
形
骸
化
を
招
き
ま
す
。

　

主
権
者
で
あ
る
国
民
が
権
力
を
縛

る
と
い
う
立
憲
主
義
の
考
え
は
各
国

共
通
で
、
ど
の
国
も
厳
し
い
憲
法
改

正
手
続
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。　

東
久
留
米
「
九
条
の
会
」
学
習
会

憲
法
96
条
改
定
で
安
倍
内
閣
の
ね
ら
う
も
の
は
？

講
師
・
山
口
真
美　
弁
護
士

　
　
　
　
（
三
多
摩
法
律
事
務
所
）

国 改正要件

アメリカ
①各院の3分の2以上の賛成
②4分の3以上の州議会などで承認

フランス
①各院の過半数の賛成
②国民投票か、
政府提出なら両院合同会議で5分の3以上の賛成

ドイツ
①連邦議会の3分の2以上の賛成
②連邦参議院の3分の2以上の賛成

イタリア
①各議院の過半数の賛成
②3ヶ月以上経て各議院の過半数の賛成
③要求があれば国民投票

韓国
①国会の3分の2以上の賛成
②国民投票

　

時
の
権
力
が
専
制
に
走
っ
た
り
し

な
い
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
歯
止
め

を
か
け
よ
う
と
い
う
の
が
憲
法
の
機

能
。
時
の
権
力
が
好
き
勝
手
に
憲
法

を
変
え
な
い
た
め
に
厳
し
い
要
件
を

付
加
し
、「
権
力
の
暴
走
の
歯
止
め
」

と
い
う
憲
法
の
立
憲
主
義
機
能
を
担

保
す
る
の
が
「
硬
性
憲
法
」
な
の
で
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す
。

　

国
政
に
つ
い
て
の
最
高
の
決
定
権

が
国
民
に
あ
る
と
す
る
考
え
が
国
民

主
権
で
あ
り
、
国
民
主
権
の
実
質
を

担
保
す
る
の
が
硬
性
憲
法
で
す
。

　
「
こ
の
国
の
在
り
方
を
決
め
る
」

憲
法
の
改
正
は
重
要
事
項
。
し
た

が
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
党
派
の
議
員

に
よ
る
幅
広
い
合
意
形
成
が
不
可
欠

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
国
会
で
議

論
を
尽
く
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
こ
そ
が
民
主
主
義
。
総
議
員
の
３

分
の
２
か
ら
過
半
数
へ
と
、
議
決
要

件
を
緩
和
す
る
こ
と
は
、
民
主
的
な

議
論
を
骨
抜
き
に
す
る
も
の
で
す
。

　

昨
年
、
誕
生
し
て
か
ら
65
年
を
迎

え
た
日
本
国
憲
法
は
、
現
存
す
る
世

界
の
憲
法
の
中
で
は
「
最
高
齢
」
で

す
が
、
世
界
で
い
ま
主
流
に
な
っ
た

人
権
の
上
位
19
項
目
ま
で
全
て
満
た

し
て
い
て
、
現
在
も
世
界
の
最
先
端

を
い
く
憲
法
で
す
。
従
っ
て
憲
法
改

正
手
続
き
の
緩
和
は
不
必
要
で
す
。

【
96
条
改
憲
の
先
に
あ
る
も
の
・
・
・

憲
法
の
基
本
原
理
を
根
底
か
ら
覆
す

自
民
党
改
憲
案
の
５
つ
の
特
徴
】

①
「
国
家
」
を
縛
る
憲
法
か
ら｢

国

民｣
を
縛
る
憲
法
へ
の
転
換
。

　

国
民
に｢

規
律
を
重
ん
じ｣

「
憲

法
尊
重
義
務
」
を
負
わ
せ
て
い
る
。

②
恒
久
平
和
主
義
の
否
定
。

・
前
文
か
ら
平
和
的
生
存
権
の
保
障

③
基
本
的
人
権
の
広
範
な
制
限
。

・
基
本
的
人
権
は
侵
す
こ
と
が
出
来

な
い
永
久
の
権
利
を
規
定
し
た
憲
法

97
条
を
削
除
。

・
国
民
は
常
に
公
益
及
び
公
の
秩
序

に
反
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
治
安

維
持
が
人
権
制
約
の
根
拠
に
据
え
ら

れ
て
い
る
。

・
緊
急
事
態
法
制
を
明
記
。
内
閣
に

よ
る
一
方
的
な
政
令
・
財
政
上
の
処

分
権
限
を
与
え
、
国
民
に
は
こ
れ
ら

の
支
持
に
従
う
義
務
。

・
自
立
、
自
助
、
自
己
責
任
を
基
本

と
し
、
国
の
責
任
を
後
退
。

④｢

統
治
機
構
の
改
変｣

に
よ
る
強

権
政
治
（
国
家
権
力
の
強
化
）

・
国
民
主
権
、
議
会
制
民
主
主
義
を

形
骸
化
し
首
相
の
権
限
強
化
。

⑤
天
皇
を
中
心
と
し
た
国
家
主
義

・「
日
本
国
は
・・・
天
皇
を
戴
く
国
家
」

「
天
皇
は
元
首
」
で
あ
る
と
明
記
し
、

憲
法
尊
重
擁
護
義
務
か
ら
天
皇
を
除

外
し
て
い
る
。　

そ
の
他
、
国
旗
は

日
章
旗
、国
歌
は
君
が
代
と
規
定
し
、

国
民
に
尊
重
義
務
。
元
号
も
憲
法
上

で
規
定
し
皇
位
の
継
承
が
あ
っ
た
と

き
に
制
定
。

【
最
後
に
―
―
今
、
国
民
の
憲
法
力

が
問
わ
れ
て
い
る
】

◆
安
易
な
改
憲
を
許
さ
な
い
憲
法

　

96
条
改
定
に
も
衆
参
の
３
分
の
２

以
上
の
賛
成
と
国
民
投
票
で
の
過
半

数
の
賛
成
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
意

味
を
宣
伝
す
る
こ
と
が
非
常
に
重
要

で
す
。

◆
国
民
が
反
対
す
れ
ば
改
憲
を
阻
止

で
き
る
こ
と
は
第
１
次
安
倍
政
権
で

証
明
済
み
で
す
。
表
面
上
は
強
く
見

え
ま
す
が
、
比
例
で
取
っ
た
自
民
党

の
得
票
率
は
26
％
で
、
第
２
次
安
倍

政
権
の
基
盤
は
弱
い
。
ま
た
、
違
憲

の
獲
得
議
席
に
よ
る
違
憲
の
国
会
で

憲
法
改
正
が
で
き
る
の
か
と
い
う
大

き
な
問
題
も
あ
る
の
で
す
。

　

96
条
改
定
の
危
険
な
ね
ら
い
と
、

自
民
党
改
憲
案
の
危
険
な
中
身
を
、

日
常
の
社
会
問
題
と
憲
法
を
関
連
づ

け
て
語
り
、
憲
法
を
活
か
す
取
り
組

み
を
強
め
る
こ
と
。
政
治
の
混
迷
を

打
開
す
る
た
め
に
は
憲
法
の
基
本
理

念
の
実
現
が
不
可
欠
で
す
。

◆
一
人
一
人
が
憲
法
の
魅
力
を
語
ろ

う
。
そ
し
て
60
年
の
憲
法
の
歴
史
に

確
信
を
持
と
う
。　
　
　
　
　
　
　

規
定
を
全
部
削
除
。

・「
戦
争
の
放
棄
」

を
「
安
全
保
障
」
に

変
更
。
日
米
同
盟
を

基
軸
と
す
る
自
衛
隊

の
海
外
派
兵
、
集
団

的
自
衛
権
の
行
使
。

国
防
軍
の
創
設
。

・「
公
の
秩
序
を
維

持
し
」
と
し
て
国
民

監
視
と
治
安
出
動
。

188 か国の分析データ
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お知らせ
◎キリスト者九条の会　特別講演会

「原発もいらない　戦争もいらない！～今、私たちが考えること～
講師：鈴木伶子さん（キリスト者平和ネット事務局代表）
フルート演奏 辻中政恵　チェンバロ伴奏 高崎和代
4 月 29 日（月・休）午後 2時
会場：成美教育文化会館３F大研修室
会費（資料代）：300 円
お問い合わせ：042-473-4496（アコルデ）

◆ 私 の お す す め の 一 冊 ◆

置かれた場所で咲きなさい    渡辺和子　幻冬社（本体９５２円＋税）
　現在８６歳の著者の言葉は、平易でありながら奥が深い。本人の失敗や不足な部分をユー
モラスに開陳しながらの人生訓は、決して上から目線ではなく、読者は、自分の立ち位置
をしっかり見定めてから他者に物申そうと謙虚な気持ちになる。　　　　　（Ｋ．Ｔ）　　

メディアと原発の不都合な真実　上杉 隆　著　技術評論社　（１３８０円）
　私は事故当初から「メルトダウンしている可能性はないのか、放射能漏れが起こってい
るのではないか」と追及しました。ところがその途端に「ウソスギ

0 0

」「デマ野郎」というレッ
テルが張られたのです。　（糸魚川）

毎月 9 日は 9 の日宣伝
毎月９日夕方４時～５時まで、西武池袋線東久留米駅
西口でニュースなどを配布し、宣伝を行っています。
どなたでも参加できます。

新しい憲法　明るい生活 憲法普及會編 100 円（東久留米「九条の会」に 10冊あります）
　66年前の 1947 年（昭和 22年）に政府憲法普及会が各家庭に配布した冊子（ハガキ大
ザラ紙）。憲法 9条・メッセージ・プロジェクト（略称 K9MP）による復刻拡大版です。
（※ご希望の方は事務局までお申し出ください）

6.2NO　NUKES　DAY
大規模行動を行ってきた
３グループが連帯して
同日アクション
6月2日（日）

　原発をなくす全国連絡会 ： 11:00～明治公園
　さようなら原発１０００万人アクション ：
                                          13:00～芝公園23号地
　首都圏反原発連合 ： 16：00～国会包囲

５/３憲法集会＆銀座パレード２０１３
日時：5月3日（金）１２：００開場１３：００開会
１１：００より入場券配布
場所：日比谷公会堂
入場無料
手話サービス
第2会場あり
講演：アイリーン・美緒子・スミスさん、
加藤裕さん、福島みずほさん、志位和夫さん
コント：おしどりマコケンさん
主催：2013年５・３憲法集会実行委員会


